
介護老人保健施設はくじゅ通所リハビリテーション 

（介護予防通所リハビリテーション）事業運営規程 

 

（運営規程設置の主旨） 

第 1 条 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会が開設する介護老人保健施設はくじ

ゅ（以下「当施設」という）において実施する通所リハビリテーション（介護予防通所リハ

ビリテーション）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

（事業の目的） 

第 2 条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、要介護状態（介

護予防通所リハビリテーションにあたっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に

「利用者」という）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション（介

護予防通所リハビリテーション）計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図

ることを目的とする。 

 

（運営方針） 

第 3 条 当施設では、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に

基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利

用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日

常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。 

２ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得な

い場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 

３ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者（介

護予防支援事業者）、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携

をはかり、利用者が地域において統合的サービスを受けることができるよう努める。 

４ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過

ごすことができるようサービス提供に努める。 

５ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必

要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て

実施するよう努める。 

６ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、

当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外

の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者

またはその代理人の了解を得ることとする。 

 

 

 

 

 

 



（事業所の名称及び所在地） 

第 4 条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称   介護老人保健施設はくじゅ  通所リハビリテーション 

（２）開設年月日 昭和 63 年 12 月 1 日 

（３）所在地   青森県八戸市河原木字北沼 22-39 

（４）電話番号  0178-28-4001 FAX 0178-28-4390  直通 0178-28-4003 

（５）管理者名  施設長 荒井 三郎 

（６）介護保険指定番号 介護老人保健施設 0250380003 号 

 

 （従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第 5 条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

２ 管理者 1 名（介護老人保健施設 施設長（医師）兼務） 

施設における職員の管理、事業の管理を一元的に行い統括管理する。また、入所者の診察、

健康管理及び保健衛生指導に従事する。 

３ 看護職員 1 名以上、必要人員を配置 

医師の診療補助及び看護並びに利用者の保健衛生管理及び日常生活援助に従事する。 

４ 介護職員 1 名以上、必要人員を配置 

利用者の日常生活の援助に従事する。 

５ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 1 名以上、必要人員を配置 

（介護老人保健施設入所、短期入所療養介護及び訪問リハビリテーション業務と兼務） 

利用者の機能回復の促進及び機能低下を予防する業務に従事する。 

６ 歯科衛生士（介護老人保健施設入所業務と兼務）必要人員を配置 

利用者の口腔機能向上サービスに従事する。 

７ 管理栄養士 1 名以上、必要人員を配置（介護老人保健施設入所業務と兼務） 

利用者の栄養改善サービスに従事する。 

８ 支援相談員 1 名以上、必要人員を配置 

利用者及びその家族の相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う。 

９ 事務員 必要人員を配置 

庶務及び会計並びに営繕業務に従事する。 

１０ 運転手 必要人員を配置 

送迎業務に従事する。 

１１ 調理員 必要人員を配置 

給食提供に関する業務に従事する。 

 

（営業日、営業時間等） 

第 6 条 営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日 日曜日から土曜日までとする。 

（２）営業時間 午前 8 時から午後 5 時までとする。 

（３）サービス提供時間 午前 9 時 50 分から午後 4 時 00 分までとする。日中の部は 6 時間

以上 7 時間未満を標準とする。また、7 時間以上 8 時間未満の通所リハビリテーショ



ンの前後に連続した延長サービスを提供することができる。 

 

（利用定員） 

第 7 条 利用定員は、１単位１００人とし最大１００人 

予防給付の対象となる利用者（要支援者）との合算とする。 

（事業の内容） 

第 8 条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、（介護予防にあ

っては介護予防に資するよう、）医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等リハビ

リスタッフによって作成される通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーショ

ン）計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療

法その他必要なリハビリテーションを行う。 

 ２ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、入浴介

助を実施する。 

 ３ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、食事を

提供する。 

ア 昼食  １２：００～ 

イ 夕食  １８：００～ 

４ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、居宅及び

施設間の送迎を実施する。 

５ 当事業所は「リハビリテーション実施計画」に基づき、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士が「リハビリテーションマネジメント」を行う。 

６ 当事業所は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が共同して「運動器機能向上計画」

を作成し「運動器機能向上サービス」を行う。 

７ 当事業所は医師、管理栄養士、理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が

共同して「栄養ケア計画」を作成し「栄養ケア・マネジメント」を行う。 

８ 当事業所は医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職

種の者が共同して「口腔機能改善管理指導計画」を作成し「口腔機能向上サービス」を行う。 

９ 当事業所は、利用者の必要に応じて、医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療

法士が居宅を訪問し、診察、運動機能訓練、作業能力訓練を行い、リハビリ計画の作成又は

見直しを行う。 

１０ 当事業所は、介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の７０以上

又は、勤続年数１０年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の２５以上配置する。 

１１ 当事業所は、要介護度３、要介護度４、要介護度５、常時吸引を必要とする、経鼻経

管栄養、胃ろう、人工肛門、褥瘡の処置、気管切開している利用者に必要な処置を行う。 

１２ 当事業所は、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビ

リテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対

して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援する。 

 

 

 



 （利用者負担の額） 

第 9 条  利用者負担の額を以下のとおりとする。 

（１） 保険給付の自己負担額を、別に定める利用約款により支払いを受ける。 

（２） 食費、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、基本時間外施設使用料、おむつ代、

その他の費用利用料を、利用約款に掲載の料金により支払いを受ける。 

（３） 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家

族に対し、そのサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るもの

とする。 

（４）事業者は利用者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超えるリハビリテー

ションを提供する。定められた利用料金の全額（10 割）の支払いを受ける。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 10 条 通常の事業の実施地域は、八戸市、おいらせ町、五戸町、階上町の区域とする。 

 

 （身体拘束等） 

第 11 条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該通所者または

他の通所者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、

当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった

理由を診療録に記録する。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第 12 条 当施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

（１） 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２） 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３） その他虐待防止のために必要な措置 

２ 当事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者による虐待を受けたと思

われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

（褥瘡対策等） 

第 13 条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡

が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡予防対策マニュアルを定め、その

発生を防止するための体制を整備する。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第 14 条 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこ

ととする。食費は第 9 条に利用料として規定されるものであるが、同時に施設は第 8 条の

規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としてい

るため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。 

２ 利用者は、療養生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。 

３ 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。 



（１） けんか、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。 

（２） 喫煙すること。 

（３） 営利行為、宗教の勧誘及び特定の政治活動を行うこと。 

（４） その他この規定の定めに反すること。 

 

 （緊急時等における対応方法） 

第 15 条 指定通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）に当たる従業者

は、現に指定通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、主治医へ

の連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 

  

（非常災害対策） 

第 16 条 管理者は、火災、地震、その他の災害時に備え、その防止と利用者の安全を守るた

めに防火管理者を置き、又、別に定める「非常事態対応要領」を全職員に対して周知徹底

させるよう努め、同時に防火管理の適正を期すこととする。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 17 条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故

発生時対応マニュアルを定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、

サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療

機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。 

 

（衛生管理） 

第 18 条 通所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用品の管理を適正

に行う。 

２ 感染症が発生し又はまん延しないように、感染予防対策マニュアルを定め、必要な措

置を講ずるための体制を整備する。 

 

 （その他運営に関する重要事項） 

第 19 条 当事業所は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護

保険法第 8 条第 2 項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものと

する。また指定通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）に当たる従

業者の資質の向上のために、最低年一回の研修の機会を設ける。 

２ 当事業所は、運営規定の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦

情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。 

３ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 



４ 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密をもらすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持す

るべき旨を従業者との誓約書の内容とするものとする。 

５ 当事業所が提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相

談及び苦情受付の窓口として支援相談員を充てるとともに、施設内に｢御意見箱｣を設置する。 

６ 当事業所のサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに賠償するも

のとする。このため、当施設はあらかじめ損害賠償保険に加入しておくものとする。 

７ 当事業所は、利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の

提供に関し、リハビリテーション計画書、診療録、看護・介護録、機能訓練録その他必要

な記録を整備する。利用者からこれらの記録の閲覧を求められた場合、当施設は、原則と

してこれに応じる。ただし、家族からの請求については、本人の同意が得られない場合は、

これに応じないことができる。 

８ 施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

るものとする。 

９ 施設は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 （その他） 

第 20 条 この規程に定めるもののほか、当事業所の運営に関する事項は、居宅サービス事業

基準省令第１１９条において準用する同第８条に定める重要事項説明書（利用約款）に定

めるほか、利用者及びその家族と当法人が協議して定める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和 6 年 6 月１日から施行する。 

 



1 

介護老人保健施設はくじゅ通所リハビリテーション 

（介護予防通所リハビリテーション）利用約款 

                      （利用者様用） 

 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設はくじゅ（以下「当施設」という。）は要介護状態（介護予防にあっては要支

援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従っ

て、利用者が可能な限り自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）を提供し、一方、利用者及び利

用者を保護する者（以下「保護者」という。）及び連帯保証人は、当施設に対し、そのサービスに対

する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設はくじゅ通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリ

テーション）利用契約書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、保護者及び連帯保証

人に変更があった場合は、新たに契約を締結することとします。 

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、重要事項説明書の改定が行われない限り、初回利用

時の契約書提出をもって､繰り返し当施設の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーシ

ョン)を利用することができるものとします。なお、内容に変更があった場合にはその都度お知らせ

いたします。 

３ 本約款は、利用者・保護者、当施設が各々１通ずつ保有します。 

（利用者からの解除） 

第３条 利用者及び保護者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サー

ビス（介護予防サービス）計画にかかわらず､本約款に基づく通所リハビリテーション（介護予防通

所リハビリテーション）利用を解除・終了することができます。なお､この場合利用者及び保護者

は､速やかに当施設及び利用者の居宅サービス（介護予防サービス）計画作成者に連絡するものとし

ます｡ 

但し、利用者が正当な理由なく、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）実

施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用

を当施設にお支払いいただきます。 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、利用者及び保護者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリテーシ

ョン（介護予防通所リハビリテーション）サービスの利用を解除・終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

② 利用者の居宅サービス（介護予防サービス）計画で定められた利用時間数を超える場合 

③ 利用者・保護者及び連帯保証人が､本約款に定める利用料金を 2か月分以上滞納しその支払いを

督促したにもかかわらず３０日間以内に支払われない場合 

④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーション(介護予

防通所リハビリテーション)サービスの提供を超えると判断された場合 

⑤  利用者又は保護者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難とな

る程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合 

（利用料金） 

第５条 利用者・保護者及び連帯保証人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテ

ーション（介護予防通所リハビリテーション）サービスの対価として、別紙３の利用単位ごとの

料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要

となる額の合計額を支払う義務があります。 
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２ 当施設は、利用者及び保護者が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、

毎月１０日以降に発行し、所定の方法により交付します。利用者・保護者及び連帯保証人は、連

帯して当施設に対し、当該合計額をその月の 26日までに支払うものとします。なお、支払いの方

法は、口座振替となります。 

３ 当施設は、利用者又は保護者から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者及

び保護者に対して、領収書を所定の方法により交付します。 

（記録） 

第６条 当施設は、利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）サービスの

提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後５年間は保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じま

す。但し、保護者その他の者（利用者の代理人を含む）に対しては、利用者の承諾その他必要と

認められる場合に限り、これに応じます。 

（身体の拘束等） 

第７条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊

急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うこ

とがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状

況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 

（虐待防止） 

第８条 当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとします。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

２ 当事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は保護者による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第９条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は保護者

若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙２のとおり定め、適切に取り扱います。

また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介

護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行うこととします。 

①  サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

②  居宅介護支援事業所（地域包括支援センター【介護予防支援事業所】）等との連携 

③  利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④  利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤  生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合

等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 （緊急時の対応） 

第 10条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療

機関等での診療を依頼することがあります。 

２  前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び保護者

が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

（事故発生時の対応） 

第 11条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じま

す。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協

力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は保護者が指定する者及び保険者の指定する

行政機関に対して速やかに連絡します。 

（要望又は苦情等の申出） 
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第 12条 利用者及び保護者は、当施設の提供する通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテ

ーション）に対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、

備え付けの用紙、管理者宛ての文書で、所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出る

ことができます。 

 

（賠償責任） 

第 13条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供に伴って､当施設の責に

帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して損害を賠償する

ものとします。 

２  利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者・保護者及び連帯

保証人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

（利用契約に定めのない事項） 

第 14条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利

用者又は保護者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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（別紙１） 

介護老人保健施設はくじゅ通所リハビリテーション重要事項説明書 

（令和 6年 6月 1日現在） 

１ 介護老人保健施設はくじゅ通所リハビリテーションの概要 

 （１）提供できる居宅サービスの種類と地域 

事業所名（施設名） 介護老人保健施設はくじゅ 

所在地 青森県八戸市大字河原木字北沼２２－３９ 

電話番号 0178-28-4001  直通 0178-28-4003 

ＦＡＸ番号 0178-28-4390 

管理者名 施設長 荒井 三郎 

事業所番号 指定事業所番号０２５０３８０００３号 

サービスを提供できる地域 八戸市・おいらせ町・五戸町・階上町 

（２）当事業所の職員体制 

当事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は、次の通りです。 

２ 管理者 1 名（介護老人保健施設 施設長（医師）兼務） 

施設における職員の管理、事業の管理を一元的に行い統括管理する。また、入所者の診察、健康管理

及び保健衛生指導に従事する。 

３ 看護職員 1 名以上、必要人員を配置 

医師の診療補助及び看護並びに利用者の保健衛生管理及び日常生活援助に従事する。 

４ 介護職員 1 名以上、必要人員を配置 

利用者の日常生活の援助に従事する。 

５ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 1 名以上、必要人員を配置 

（介護老人保健施設入所、短期入所療養介護及び訪問リハビリテーション業務と兼務） 

利用者の機能回復の促進及び機能低下を予防する業務に従事する。 

６ 歯科衛生士（介護老人保健施設入所業務と兼務）必要人員を配置 

利用者の口腔機能向上サービスに従事する。 

７ 管理栄養士 1 名以上、必要人員を配置（介護老人保健施設入所業務と兼務） 

利用者の栄養改善サービスに従事する。 

８ 支援相談員 1 名以上、必要人員を配置 

利用者及びその家族の相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う。 

９ 事務員 必要人員を配置 

庶務及び会計並びに営繕業務に従事する。 

１０ 運転手 必要人員を配置 

送迎業務に従事する。 

１１ 調理員 必要人員を配置 

給食提供に関する業務に従事する。 

 

事業所（施設）の設備の概要 

・ 定員 １単位１００人とし最大１００人 

予防給付の対象となる利用者（要支援者）との合算とする。 

・ 食堂 1室 

・ 機能訓練室１室 

・ 浴室  一般浴室 1室、特殊浴槽室 1室 

      相談室 1室 

・ 送迎車 １３台 
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（４）サービスの提供時間 

 営業時間 サービス提供時間 

日～土 午前８時～午後５時 午前９時５０分～午後４時００分 

休業日 年中無休 

※６時間以上 7時間未満を標準とします。 

 

２ 当事業所（施設）の（介護予防）通所リハビリテーションの特徴等 

事業の目的 

この事業所が行う指定（介護予防）通所リハビリテーションの事業は、要介護状態（介護予防通所リ

ハビリテーションにあっては要支援状態）となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その

他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とし

ます。 

運営方針 

（１）指定（介護予防）通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態（介護予防通所リハビリテー

ションにあっては要支援状態）の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態（介護予防通所リハビリ

テーションにあっては要支援状態）となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に

行うものとします。 

（２）事業者自らその提供する指定（介護予防）通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその

改善を図るものとします。 

（３）指定（介護予防）通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び（介護予防）通

所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資

するよう、妥当適切に行います。 

（４）指定（介護予防）通所リハビリテーション従業者は、指定(介護予防)通所リハビリテーションの

提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその保護者に対し、リハビリテーシ

ョンの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。 

（５）指定（介護予防）通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況

を的確に把握しつつ、利用者に対し適切なサービスを提供します。特に、認知症の状態にある要介

護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えます。 

（６）当事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず拘束する場合は、利

用者又はその保護者に説明のうえ、医師の指示の下に行うとともに、その状態、経過、心身の状況

及び拘束の理由等を診療録に記録します。 

（７）利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設

が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的

に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその保護者の了解

を得ることとします。 

（８）サービスの利用に当たっての留意事項 

①施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。食

事は保険対象外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を

与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませ
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んので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。また指定（介護予防）通所リハビリテーション利

用時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 

②体調不良等によるサービスの中止・変更については、当日の朝８時までに、ご連絡ください。 

③お迎え時に体調確認させていただきます。通所利用中変化に気づいた時は電話で確認させていただ

きます。 

④利用時間変更については、通所職員・支援相談員にご連絡ください。 

⑤行事等での送迎時間変更は、連絡帳やお便り等でご連絡いたします。 

⑥リハビリ効果を図るための器具の利用は、希望時にスタッフにご連絡ください。 

⑦利用者は、療養生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めてください。 

⑧利用者は、施設内で次の行為を禁止します。 

（１） けんか、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。 

（２） 喫煙すること。 

（３） 営利行為、宗教の勧誘及び特定の政治活動を行うこと。 

（４） その他この規定の定めに反すること。 

 

３ サービスの内容 

① 通所リハビリテーション計画の立案 

② 送迎 

③ 食事サービス 

食事時間 昼食１２：００～ 

④ 入浴 

⑤ 医学的管理・看護 

⑥ 介護 

⑦ 機能訓練 

⑧ レクリエーション 

⑨ 口腔機能改善サービス 

⑩ 栄養改善サービス 

⑪ 相談援助サービス 

⑫ 行政手続代行 

 

４ 利用料金 

（１） 当事業所の利用料は別紙３の通りとします。利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、その

サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた

額の支払いを受けるものとします。 

（２） 支払い方法 

毎月１０日以降に、前月分の請求書を発行しますので、その月の 26日までにお支払いくださ

い。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。お支払い方法は、口座振替となりま

す。 

 ５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

    まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。 

※居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相

談ください。 

 （２）サービスの終了 

    ア 利用者のご都合でサービスを終了する場合お早目にお申し出ください。 
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    イ 当事業所の都合でサービスを終了する場合人員不足等やむを得ない事情により、サービス

の提供を終了させていただく場合がございますが、その場合は、終了１か月前までに文書

で通知します。 

    ウ 自動終了 

      以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

     ・利用者が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定

された場合 

     ・利用者が亡くなられた場合 

    エ その他 

利用者や保護者などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難い

ほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させ

ていただく場合がございます。 

 

６ サービス内容に関する苦情 

 （１）当事業所のお客様相談・苦情窓口 

  担当者  支援相談員 三浦綾子 中村匡志 石田凌摩 

  責任者  施設長 荒井 三郎 

  電 話  0178-28-4001 直通 0178-28-4003 FAX 0178-28-4390    

受付日  常時 

  受付時間 8：00～17：00 

（２）苦情処理体制 

  当施設には相談援助の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

（℡０１７８－２８－４００１） 

  要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、備え付け

られた「ご意見箱」をご利用頂き、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

苦情処理フロー 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の相談・苦情窓口等に苦情

を伝えることができます。 

ア 八戸市介護保険課               ０１７８－４３－９２９２ 

イ 青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会）０１７－７２３－１３３６ 

 

７ 緊急時の対応方法 

    サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。 

    

協力医療機関 

① 名称    シルバークリニック 

住所    八戸市大字河原木字八太郎山１０－４４４ 

電話番号  ０１７８－２８－４６８８ 

利用者 

苦情担当 

事業所職員 

苦情内容の確認、調査 

利用者 
事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示 
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② 名称    メディカルコート八戸西病院 

住所    八戸市大字長苗代字中坪７７ 

電話番号  ０１７８－２８－４０００ 

 

８ 事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措

置を講じ、速やかに利用者がお住まいの市町村、家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行いま

す。 

また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明

し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

    なお、当事業所の介護サービスにより、利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速

やかに損害賠償いたします。（当事業所は公益社団法人全国老人保健施設協会と損害賠償保険契

約を結んでおります。） 

   

９ 非常災害対策 

防災設備 ・スプリンクラー・消火器・消火栓 

防災訓練 年２回 

防火責任者 藤原 大樹 

 

１０ 秘密の保持について 

  (1) 当該事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及び家族の秘密を漏ら

しません。 

(2) 当該事業所の従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及び家族の

秘密を漏らしません。 

(3) 事業者では、利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に

限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内で利用者又は家族の個人情報を用いま

す。 
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介護老人保健施設はくじゅ通所リハビリテーション 

（介護予防通所リハビリテーション）利用契約書 

介護老人保健施設はくじゅ（介護予防）通所リハビリテーションを利用するにあたり、介護老人保健施設

はくじゅ通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利用約款及び重要事項説明書を受領

し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で契約します。また、契

約者の一身上の事や利用した費用については身元引受人と連帯保証人が連帯して一切の責任を負います。 

 

令和    年    月   日    

＜事業者＞公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 

介護老人保健施設はくじゅ 理事長 田中 由紀子      

   

 

＜契約者＞ 

住  所 

フリガナ 

氏  名                

電話番号 

 

＜身元引受人＞           ＜連帯保証人＞ 

続柄                  続柄 

住  所                住  所 

フリガナ                フリガナ 

氏  名                氏  名               

電話番号                電話番号 

生年月日      年 月 日  歳  生年月日      年 月 日   歳 

勤務先                 勤務先 

 

           ※連帯保証人の負担は、極度額として、本契約の利用料の 4か月分を限度とする。 

 

【本約款第５条３項の請求書・明細書及び領収書の送付先】※上記住所と異なる場合ご記入ください。 

【本約款第 10条２項緊急時及び第 11条３項事故発生時の連絡先】 

注意 ①身元引受人は支払い能力者であること。 

②連帯保証人とは、契約者と別世帯の成年者で独立の生計を営み、利用した費用の支払い能力のある

身元確実な者であること。 

③本書は通所前までに施設に提出してください。 

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  
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（別紙 2） 

個人情報利用同意書 

 

 私（及び私の家族・保護者）の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用

することに同意します。 

記 

１． 使用目的 

（１） 介護サービスの提供を受けるにあたって、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター

と介護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、

家族の状況を把握するために必要な場合。 

（２） 上記（１）の外、居宅介護支援事業者、包括支援センター又は介護サービス事業者との連

絡調整のために必要な場合。 

（３） 現に介護サービスの提供を受けている場合で、私が体調等を崩し又はケガ等で、医師・看

護師等に説明する場合。 

（４） 介護サービスや業務運営の維持・改善のための基礎資料に使用する場合。 

（５） 当施設は実習受け入れ施設となっており、実習指導の過程において個人情報を使用する場

合。 

２． 個人情報を提供する事業所 

（１） 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に掲載されている介護サービス事業所 

（２） 病院又は診療所（体調を崩し又はケガ等で診療する事になった場合） 

（３） 地方自治体等公的機関 

（４） 個人情報を取り扱う業務の一部を外部委託することがあります。 

（５）ご利用者様の情報は東北医療福祉事業協同組合及びその組合員へ下記目的で情報提供させて頂きま 

す。（組合員は（http://www.sg-kumiai.or.jp）に掲載している事業者） 

a) 保険者への医療・介護保険に係る請求業務及び組合員間での共同請求事務 

b) ご利用者様へ最適なサービスの提供及びリスク回避の為の情報交換 

c) ご利用者様へサービスを永続的に提供できるよう事業所の経営資料（統計・分析）の作成 

３． 使用する期間 

サービス提供を受けている期間 

４． 使用する条件 

（１） 個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当

たっては関係者以外の者に洩れることのないよう細心の注意を払う。 

（２） 個人情報を使用した会議、相手方、個人情報の内容等の経過を記録する。 

 

公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 

介護老人保健施設はくじゅ 理事長 田中 由紀子殿 

令和   年   月   日 

利用者   住所 

 

氏名                       

 

 

 

家族・保護者   住所 

 

氏名                       

 

続柄 
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（別紙 3） 

（指定通所リハビリテーションの利用料その他の費用の額） 

 （以下は１日あたりの１割の負担分です。） 

区           分 金                  額 

大規模型通所リハ

ビリテーション費 

ロ．大規模の事業

所の場合 

1 時間以上 2

時間未満 

要介護１        日額          ３５７円 

要介護２        日額          ３８８円 

要介護３        日額          ４１５円 

要介護４        日額          ４４５円 

要介護５        日額          ４７５円 

2 時間以上 3

時間未満 

要介護１        日額          ３７２円 

要介護２        日額          ４２７円 

要介護３        日額          ４８２円 

要介護４        日額          ５３６円 

要介護５        日額          ５９１円 

3 時間以上 4

時間未満 

要介護１        日額          ４７０円 

要介護２        日額          ５４７円 

要介護３        日額          ６２３円 

要介護４        日額          ７１９円 

要介護５        日額          ８１６円 

4 時間以上 5

時間未満 

要介護１        日額          ５２５円 

要介護２        日額          ６１１円 

要介護３        日額          ６９６円 

要介護４        日額          ８０５円 

要介護５        日額          ９１２円 

5 時間以上 6

時間未満 

要介護１        日額          ５８４円 

要介護２        日額          ６９２円 

要介護３        日額          ８００円 

要介護４        日額          ９２９円 

要介護５        日額         １,０５３円 

6 時間以上 7

時間未満 

要介護１        日額          ６７５円 

要介護２        日額          ８０２円 

要介護３        日額          ９２６円 

要介護４        日額         １,０７７円 

要介護５        日額         １,２２４円 

7 時間以上 8

時間未満 

要介護１        日額          ７１４円 

要介護２        日額          ８４７円 

要介護３        日額           ９８３円 

要介護４        日額         １,１４０円 

要介護５        日額         １,３００円 
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区           分 金                  額 

大規模型通所リハ

ビリテーション費 

ロ．大規模の事業

所（一定の要件を

満たした事業所）

の場合 

1 時間以上 2

時間未満 

要介護１        日額          ３６９円 

要介護２        日額          ３９８円 

要介護３        日額          ４２９円 

要介護４        日額          ４５８円 

要介護５        日額          ４９１円 

2 時間以上 3

時間未満 

要介護１        日額          ３８３円 

要介護２        日額          ４３９円 

要介護３        日額          ４９８円 

要介護４        日額          ５５５円 

要介護５        日額          ６１２円 

3 時間以上 4

時間未満 

要介護１        日額          ４８６円 

要介護２        日額          ５６５円 

要介護３        日額          ６４３円 

要介護４        日額          ７４３円 

要介護５        日額          ８４２円 

4 時間以上 5

時間未満 

要介護１        日額          ５５３円 

要介護２        日額          ６４２円 

要介護３        日額          ７３０円 

要介護４        日額          ８４４円 

要介護５        日額          ９５７円 

5 時間以上 6

時間未満 

要介護１        日額          ６２２円 

要介護２        日額          ７３８円 

要介護３        日額          ８５２円 

要介護４        日額          ９８７円 

要介護５        日額         １,１２０円 

6 時間以上 7

時間未満 

要介護１        日額          ７１５円 

要介護２        日額          ８５０円 

要介護３        日額          ９８１円 

要介護４        日額         １,１３７円 

要介護５        日額         １,２９０円 

7 時間以上 8

時間未満 

要介護１        日額          ７６２円 

要介護２        日額          ９０３円 

要介護３        日額         １,０４６円 

要介護４        日額         １,２１５円 

要介護５        日額         １,３７９円 
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加  算 

時間延長サービス 

８時間以上 ９時間未満             ５０円 

９時間以上１０時間未満      １００円 

１０時間以上１１時間未満           １５０円 

１１時間以上１２時間未満       ２００円 

１２時間以上１３時間未満      ２５０円 

１３時間以上１４時間未満      ３００円 

リハビリテーション提供体制加算 

３時間以上４時間未満  １回につき  １２円 

４時間以上５時間未満  １回につき  １６円 

５時間以上６時間未満  １回につき  ２０円 

６時間以上７時間未満  １回につき  ２４円 

７時間以上の場合    １回につき  ２８円 

入浴介助加算（Ⅰ）         １回につき  ４０円 

入浴介助加算（Ⅱ）         １回につき  ６０円 

リハビリテーションマネジメント加算（イ） 

開始日から６月以内   １月につき ５６０円 

開始日から６月超    １月につき ２４０円 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 

開始日から６月以内   １月につき ５９３円

開始日から６月超    １月につき ２７３円 

リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 

開始日から６月以内   １月につき ７９３円 

開始日から６月超    １月につき ４７３円 

事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の

同意を得た場合           １月につき ２７０円 

短期集中個別リハビリテーション実施加算 

退院・退所日又は認定日から 3 月以内 １日につき １１０円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

週 2 回を限度 １日につき ２４０円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

１月につき１,９２０円 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 

開始日から６月以内 １月につき１,２５０円 

若年性認知症利用者受入加算     １日につき  ６０円 

栄養アセスメント加算           １月につき  ５０円 

栄養改善加算     月２を回限度 １回につき ２００円 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

６月に１回を限度 １回につき  ２０円 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

６月に１回を限度 １回につき   ５円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

月に２回を限度 １回につき １５０円 

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ 

月に２回を限度 １回につき １５５円 

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 

月に２回を限度 １回につき １６０円 

重度療養管理加算（要介護３・４・５に限る） 

１日につき １００円 

中重度者ケア体制加算        １日につき  ２０円 

科学的介護推進体制加算       １月につき  ４０円 

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に

通所リハビリテーションを行う場合  １日につき －９４円 

事業所が送迎を行わない場合        片道につき －４７円 
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退院時共同指導加算         １回につき ６００円 

移行支援加算            １日につき  １２円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   １回につき  ２２円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   １回につき  １８円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   １回につき   ６円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

１月につき所定単位数の８６／１０００円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

１月につき所定単位数の８３／１０００円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

１月につき所定単位数の６６／１０００円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

１月につき所定単位数の５３／１０００円 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上

（前年度の平均実績より 5％以上）生じている場合 

所定単位数の 3％の加算 

食費 １回につき  ５３０円 

おむつ代 パット                 １枚   １０円   

パンツ型                １枚   ６０円 

介護保険給付対象外のサービス 事業者は利用者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額

を超える通所リハビリテーションを提供するものとします。 

介護保険給付の支給限度額を超えたサービスを利用される場合

は、料金表に定められた料金の全額をお支払い頂きます。この

場合、支給限度額を超えた単位数に対する処遇改善加算分もお

支払いいただきます。 

 

 

 

 

 

 

（指定介護予防通所リハビリテーションの利用料その他の費用の額） 

（以下は１月あたりの１割の負担分です。） 

区     分 金   額 

介護予防通所リハビリテーション費 要支援１         １月につき２,２６８円 

要支援２         １月につき４,２２８円 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始から６か月以内 １月につき ５６２円 

若年性認知症利用者受入加算 １月につき ２４０円 

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物

から利用する者に通所リハビリを行う場合 

要支援１          １月につき－３７６円 

要支援２          １月につき－７５２円 

利用を開始した日の属する月から起算して

１２月を超えた期間に介護予防通所リハビ

リテーションを行った場合（要件を満たさ

ない場合） 

要支援１          １月につき－１２０円 

要支援２          １月につき－２４０円 

退院時共同指導加算 １回につき ６００円 

栄養アセスメント加算 １月につき  ５０円 

栄養改善加算 １月につき ２００円 
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口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ６月に１回を限度 １回につき  ２０円 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ６月に１回を限度 １回につき   ５円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） １月に２回を限度 １回につき １５０円 

口腔機能向上加算（Ⅱ） １月に２回を限度 １回につき １６０円 

一体的サービス提供加算 １月につき ４８０円 

科学的介護推進体制加算 １月につき  ４０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援１          １月につき  ８８円 

要支援２          １月につき １７６円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１          １月につき  ７２円 

要支援２          １月につき １４４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 要支援１          １月につき  ２４円 

要支援２          １月につき  ４８円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

1 月につき所定単位数×８６／１０００円 

1 月につき所定単位数×８３／１０００円 

1 月につき所定単位数×６６／１０００円 

1 月につき所定単位数×５３／１０００円 

食費 １回につき ５３０円 

おむつ代 パット              １枚  １０円 

パンツ型             １枚  ６０円 

  

 


